
 
 

長時間労働削減をはじめとする「働き方改革」に向けた取組を要請しました 
～青森労働局長が青森県経営者協会に要請～ 

 
 

11 月の「過重労働解消キャンペーン」に先立ち、10 月 31 日、友藤青森労働

局長が青森県経営者協会を訪問し、同協会の沼田廣会長に対して、長時間労働

の抑制や過重労働解消に向けた「働き方改革」の取組を推進するよう要請しま

した。 

 

 

 

 
友藤局長（左）から要請書を受け取る沼田会長 

 


